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〇在宅サービス 
（訪問介護、通所介護等） 

〇施設サービス 
（特別養護老人ホーム等） 

〇地域密着型サービス 

〇ショートステイ 

〇訪問看護  等 

〇訪問介護(ホームヘルプサービス） 

〇通所介護（デイサービス) 

〇介護予防事業 
  ・一次予防事業 
  ・二次予防事業 

[現行と同じ] 

 新しい介護予防・日常 
 生活支援総合事業 
 （要支援１・２、それ以外 
  の者） 
〇介護予防・生活支援 
  サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス 
〇一般介護予防事業 
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介護保険事業所、スポーツジム、 
スイミングクラブ、民間事業者等 

「通いの場」（地域の方々） 

介護保険事業所 
介護保険事業所、シルバー人材センター、 

協同組合、ＮＰＯ、民間事業者、地域の方々等 
地域の方々 
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洗濯 掃除 

買い物 

生活援助 

電球交換 

大掃除 ゴミ出し 

生活支援サービスや「通いの場」を 
立ち上げるためのお手伝いをします！ 生活支援コーディネーター 

平成２８年１０月から高松市の介護保険事業が大きく変わり、 
「地域住民主体」のサービス提供ができるようになります！ 

交流の場 

趣味活動を通じた集いの場 

体操、運動等 
デイサービス 

レクレーション 

食事 

体操・運動 

入浴介助 


